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日吉津村農業委員会６月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和元年６月１０日（月)午後１時３０分から午後２時４０分 

 

２．場      所  研修室日吉津村役場２階 第３会議室 

 

３．出  席  者  委員  １０人 

       会長   １０番  齋下 博三 

       委員    １番  川原 邦建 

             ２番  加藤 達郎 

             ３番  兼本 修二 

             ４番  三鴨 真樹 

             ５番  安達 哲也 

             ６番  立脇 賢二 

             ７番  山﨑 博 

             ８番  上野 秀雄 

             ９番  長谷 昭宏 

 

農業委員会事務局職員 事 務 局 長 益田 英則 

           事 務 局 齋古 直樹 

役場建設産業課          増本 唯史 

 

４．欠 席 者   なし 

 

５．議 事 日 程 

日程第 １        会議録署名委員の指名 

   日程第 ２        諸般の報告について（行事報告） 

   日程第 ３ 報告第１３号 農用地利用配分計画の認可について 

   日程第 ４ 報告第１４号 農地の形状変更に係る届出について 

   日程第 ５ 議案第２３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

   日程第 ６ 議案第２６号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ７ 議案第２７号 農用地利用配分計画(案)に係る意見について 

   日程第 ８ その他 

          ① 代満日について 

          ② ７月 月例総会の開催日について 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和元年6月、日吉津村農業委員会月例総会を開会いたします。

出席委員は在任委員 10 名中 10 名です。定足数に達しておりますので、総会は

成立しております。 

それでは、会長より開会の挨拶をお願いいたします。 

 

議長     早いもので、6月になりました。今日の天気は芋植えに良い天候です。田植え

も 15･16日くらいには終わるのではないかと思います。 

日程第 1、会議録署名委員さんの指名をさせていただきます。今月は 7 番・

山﨑委員さん 8番・上野委員さんにお願いいたします。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     続きまして日程第 2、諸般の報告。行事報告を事務局からお願いします。 

 

〔事務局 行事報告説明〕 

 

議長     諸般の報告が事務局よりございました。 

       発言される際は、挙手をし、会長より指名を受け、番号・氏名を言ってから

発言をお願いします。 

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 3、報告第 13 号、農用地利用配分計画の認可について事務局より説明

をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 13号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 13号、農用地利用配分計画の認可につきまして、皆さんご意見・ご質

問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 4、報告第 14 号、農地の形状変更に係る届出について事務局より説明

をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 14号、農地の形状変更に係る届出について説明〕 

 

 

議長     報告第 14号、利用権設定等に係る合意解約につきまして、皆さんご意見・ご

質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 5、議案第 23 号、農地法第 5 条第 1 項の規定による許可申請(保留分)

について事務局より説明をお願いいたします。 
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〔事務局 議案第 23号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請(保留分)について説明〕 

 

議長     議案第 23号、農地法第 5条第 1項の規定による許可申請(保留分)につきまし

て、ご意見・ご質問はありませんか。 

 

立脇委員   P36 連帯保証人が借り主と同じでいいか。 

 

議長     会社の保証人に個人がなっていいか。 

 

三鴨委員   金融機関から借入する際の連帯保証人は個人ですね。 

 

立脇委員   土地賃貸契約書に期間の明記がないがどうか。 

 

事務局    許可がおりた日から 30 年間で、未許可の段階では日付は入りません。 

 

議長     分筆後の農地が少し残るが、地主はどうするつもりなのか。 

 

事務局    確認しておりません。 

 

川原委員   P33 の 4、水質検査の結果は役場にも提出されるのか。 

 

事務局    提出義務はないものと考えます。 

 

川原委員   土地改良区には提出するのだから、役場にも提出してもらえばいいのではな

いか。 

 

山﨑委員   駐車場の勾配はどれくらいか。雨水は全部側溝にながれるのか。 

 

事務局    そうです。 

 

議長     川原委員の提案の水質検査はもらって下さい。他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 6、議案第 26 号、日吉津村農用地利用集積計画について事務局より説

明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 26号、日吉津村農用地利用集積計画について説明〕 

 

議長     議案第 26号、日吉津村農用地利用集積計画につきまして、皆さんご意見・ご
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質問はありませんか。 

 

山﨑委員   明日から機構が借り受けるようになっているが、現況はどうなっているか。 

       現況は稲が植わっている。順序が違う。もっと早くできなかったのか。 

 

局長     担い手・中心経営体は中間管理事業で対応するという村の方針がありますも

ので、順序は違いますが、このような事になりました。 

 

議長     採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 7、議案第 27 号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について事務局

より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 27号、農用地利用配分計画(案)に係る意見について説明〕 

 

議長     議案第 27 号、農用地利用配分計画(案)に係る意見につきまして、皆さんご意

見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8その他①代満日について 

 

〔事務局 その他①、代満日について説明〕 

 

議長     例年同様、6月 18日でどうでしょうか。 

 

〔良いという声あり〕 

 

議長     令和元年 6月 18日(火)に決定します。 

 

議長     日程第 8その他②7月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 7 月 10 日(水)となっておりますが、よろしいですか。 

 

〔良いという声あり〕 
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議長     それでは 7月 10日(水)13:30でよろしくおねがいします。 

 

議長     その他ありませんか。 

 

川原委員   都市計画審議会の報告を願います。 

 

〔局長：都市計画審議会の説明〕 

 

立脇委員   その農地がいつまで荒廃地調査の分母に残るのか。それまでは地主に管理し

て下さいと言わなければならない。 

 

川原委員   機構が管理している畑は荒れているが、管理はどうするのか。機構に聞いて

ほしい。 

 

議長     他に無いようですので、以上で月例総会を終了いたします。 

 

閉会時刻  午後 2時 40分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


